
 
 
 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

  

一 

特
定
外
来
生
物
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
諸
外
国
の
知
見
や
学
識
経
験
者
の
意
見
を
参
考
に
し
て
、
適
切
に
指
定
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
被
害
に
係

る
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
特
定
外
来
生
物
へ
の
指
定
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
実
施
に
際
し
て
は
、
防
除
を
行
う
地
域
に
お
け
る
在
来
生
物
の
混
獲
等
へ
の
配
慮
や
危
険
な
わ
な
の
使
用
を
避
け
、
在
来

生
物
の
生
態
系
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
る
生
物
の
種
及
び
数
量
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
関
係
府
省
間
の
連
携
に
努
め
、
特
定
外
来
生
物
が
密
輸
入
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
水
際
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。
輸
入
貨
物
へ
の
付
着
等
に
よ
っ
て
、
非
意
図
的
に
導
入
さ
れ
る
外
来
生
物
に
つ
い
て
、
導
入
経
路

及
び
生
育
状
況
の
調
査
並
び
に
監
視
に
努
め
る
こ
と
。 

 

四

 

 

本
法
実
施
に
係
る
人
員
・
予
算
の
確
保
等
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

五 

政
府
や
自
治
体
が
行
う
緑
化
等
の
対
策
に
お
い
て
、
外
来
生
物
の
使
用
は
避
け
る
よ
う
努
め
、
地
域
個
体
群
の
遺
伝
的
攪
乱
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ

と
。 

 

六 

外
来
生
物
対
策
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
、
教
育
活
動
な
ど
様
々
な
手
段
を
用
い
、
国
民
や
動
物
取
扱
業
者
等
の
関
係
者
に
普
及
啓
発
・
周

知
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

七

 

 

国
内
由
来
の
外
来
生
物
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
然
公
園
法
等
の
既
存
法
令
を
活
用
し
た
規
制
の
強
化
な
ど
を
行
う
こ
と
。 


